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令和８年２月 

 

川崎市市民文化局市民生活部多文化共生推進課 

 

  



１ 公募型企画提案に関する基本事項  

（１）件名  

     「川崎市×那覇市友好都市提携３０周年記念事業」実施業務委託 

（２）履行場所  

     川崎市役所本庁舎ほか  

（３）履行期間  

契約締結日から令和８年１２月２８日まで  

（４）委託内容  

詳細は、別紙「「川崎市×那覇市友好都市提携３０周年記念事業」実施業務委託 仕様書」のとおり

です。  

（５）事業概算額 

８，０６３，０００円（消費税額及び地方消費税額を含む。）  

（６）契約方法 

公募型プロポーザル方式（随意契約） 

（７）プロポーザルに関する日程（予定） 

募集開始 令和８年２月１６日（月） 

質問受付開始 令和８年２月１６日（月） 

質問提出締切 令和８年２月２４日（火）午後５時必着 

質問回答送付 令和８年２月２７日（金） 

参加意向申出書提出締切 令和８年３月６日（金）午後５時必着 

提案資格確認結果通知書送付、企画提案書等受付開始 令和８年３月９日（月） 

企画提案書等の提出締切 令和８年３月１６日（月）午後５時必着 

プロポーザル評価委員会の開催 令和８年３月２４日（火）（予定） 

審査結果通知 令和８年４月中旬以降（予定） 

（８）担当部署（問合せ先） 

部署名・担当者 川崎市市民文化局市民生活部多文化共生推進課 津金、堤 

所在地 〒２１０－８５７７ 川崎市川崎区宮本町１番地 

電話番号 ０４４－２００－３６８０ 

電子メール 25tabunka@city.kawasaki.jp 

受付時間 午前９時～正午、午後１時～午後５時（土日祝などの閉庁日を除く。） 

 

２ 参加資格  

この企画提案に参加するには、次の事項を全て満たしている必要があります。  

（１）川崎市契約規則（昭和３９年川崎市規則第２８号）第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこ

と。 

（２）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。 

（３）令和７・８年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種99（その他）・01（イベント）で登録されてい

ること。 

 

３ 公募手続  

（１）募集要領（本書）及び仕様書の公表  

ア 公表日 令和８年２月１６日（月） 

イ 配布場所 本市ホームページに掲載するとともに、担当部署で配布も行います。  

（２）参加意向申出書の受付  

本公募への参加を希望する場合は、｢参加意向申出書」（様式１）に必要事項を記入の上、次のとお

り持参又は郵送により担当部署まで御提出ください。郵送の場合は書留郵便等の配達した記録が残る

ものとしてください。 

ア 受付期間 令和８年２月１６日（月）～令和８年３月６日（金）午後５時必着 

イ 提出書類 参加意向申出書 

（３）提案資格確認結果の通知  

提案資格を確認後、令和８年３月９日（月）までに参加意向申出書に記載されている電子メールの

アドレス宛てに、｢提案資格確認結果通知書｣を交付します。「提案資格なし」との通知を受け取った者

は、通知を受け取った日から７日以内に書面によりその理由の説明を求めることができます。 
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（４）質問書の受付  

ア 質問方法 仕様書や企画提案書作成に関する質問は、本要領に添付された｢質問書｣（様式２）を

使用し、電子メールの添付ファイル（ＰＤＦ形式）でのみ受け付けます。メール件名は｢業務委託 質

問書｣とし、メール送信後、担当部署に電話し、メールの送受信確認を行うことで質問が完了したも

のとします。ただし、提案資格のない者からの質問にはお答えしません。  

イ 受付期間 令和８年２月１６日（月）～令和８年２月２４日（火）午後５時必着 

※メール送受信確認の電話受付時間は、上記１（７）と同様とし、受付終了日の午後５時までに、電

話による確認が完了したものまでを受け付けます。  

ウ 回答方法 提案資格があると認められる者全員に対し、令和８年２月２７日（金）までに電子メ

ールにて送付します。電話等による個別対応は行いません。  

（５）企画提案書等の提出 

上記（３）において、提案資格があると認められた者は、企画提案書等を、次のとおり、持参又は

郵送で担当部署まで御提出ください。郵送の場合は 書留郵便等の配達した記録が残るものとしてく

ださい。 

  ア 提出書類 ※いずれもＡ４判で任意様式とし、ＰＤＦデータで１部提出してください。 

（ア）企画提案書 

      提案書は、表紙を除き１２ページ以内とし、「３（７）イ 評価基準」を踏まえ、フロー図な

ど分かりやすい表現となるよう留意の上、作成してください。 

ａ イベント企画 

       イベント企画について、以下の項目をもとに簡潔に提案してください（企画内容は、「１

（５）事業概算額」の範囲内で実施できる内容としてください。）。 

           （a）食コーナー 

・飲食販売店について、両市にゆかりのあるグルメの店舗を６店舗以上提案してください。  

店舗の選定に当たっては、極力、市内飲食店から選定してください。 

       ・物産展について、両市にゆかりのある名産品を販売するブースの業者及び出展内容を提   

案してください。 

     （b）文化コーナー 

      ・那覇市の文化を体験できるブースを４つ程度提案してください。 

・映像の放映について、川崎と沖縄の繋がりを知ることができる映像を提案してくだ        

さい。 

     （c）歴史・つながりコーナー 

       ・パネル展示について、両市の交流の歴史やつながりの深さ、沖縄出身者の功績、首里城

の復興の様子などを知ることができる内容を提案してください。 

       ・VR体験について、首里城や沖縄の街並みを川崎で体験できるブースを提案してください。 

       ・クイズラリーについて、両市の交流の歴史等に関するクイズを提案してください。 

     （d）ステージ 

       ・両市にゆかりのある出演者及びパフォーマンス内容について５項目以上提案してくださ

い。 

     （e）その他提案 

       （a）～（d）の項目について、本市と那覇市との交流実績を踏まえて提案してださい。    

また、幅広い世代が本市と那覇市との交流について知り、楽しめる企画を提案してくだ

さい。 

   （イ）業務実施スケジュール 

（ウ）業務実施体制表 

（エ）見積書 

    提出期限後は、企画提案書等の差替え、変更又は追加は認めません。なお、企画提案書の受

領後、本市が必要あると判断した場合には、補足資料を求めることがあります。 

イ 受付期間 令和８年３月９日（月）～令和８年３月１６日（月）午後５時必着 

（６）企画提案の辞退 

   企画提案を辞退される場合は持参又は郵送にて、辞退届（様式３）を令和８年３月１６日（金）午



後５時までに提出してください。 

（７）選定方法 

  ア 選定方法、審査体制 

本市が設置するプロポーザル評価委員会における評価委員がそれぞれ企画提案の内容及び質疑応答

の結果に対して、「３（７）イ 評価基準」に基づき評価を行います。 

評価委員の評価点の平均が６６点に達した提案者のうち、評価点の合計が最も高い者を本委託業務

の受託予定者として特定します。同点の場合は、次の順で業者を選定するものとします。 

（ア）評価区分「企画提案の内容」の評価点が高いもの。 

（イ）企画提案の内容のうち、評価区分「企画実行力」の評価点が高いもの。 

   （ウ）見積金額が低いもの。 

  イ 評価基準 

評価区分 評価項目 配点 

業務目的の理解

度【配点10点】 

業務目的を十分に理解し、仕様書・公募要項に沿った提案となっている。 10 

企画提案の内容 

【配点75点】 

（ア）食コーナー ・両市にゆかりのある内容となっているか。 

・環境面で配慮した内容となっているか。 

15 

（イ）文化コーナー ・那覇市の文化を体験できる内容となってい

るか。 

・参加者が積極的に参加したいと思える内容

となっているか。 

15 

（ウ）歴史・つながりコーナー ・両市の交流の歴史やつながりの深さが参加

者に伝わる内容となっているか。 

・参加者がコンテンツを楽しみながら学ぶこ

とができる内容となっているか。 

15 

（エ）ステージ ・参加者が両市の文化、交流を体感できる内

容となっているか。 

・より多くの観客が見られる仕組みになって

いるか。 

15 

その他 上記（ア）～（エ）について 

・本市と那覇市との交流実績を十分に理解し

た提案となっている。 

・幅広い世代が本市と那覇市との交流につい

て知り、楽しむことができる提案となって

いる。 

15 

企画実行力 

【配点10点】 

・提案内容が具体的かつ実施規模等が適正で、実現可能なものとなっている

か。  

・提案内容と見積額を比較して、相応な見積額となっているか。 

10 

事業実施体制 

【配点10点】 

本委託が無理なく、確実に実

施されること 

事業の実施スケジュールや計画に無理がな

い。 

5 

事業実施に必要なスタッフ体制が確保され

ている。 

5 

業務実績 

【配点５点】 

本業務と同様の業務実績が十分であるか。また、その内容が優れているか。 5 

合計点 110 

 

ウ プロポーザル評価委員会の実施 

   （ア）日  程 令和８年３月２４日（火）（予定） 

   （イ）場  所 川崎市川崎区宮本町１番地 川崎市役所本庁舎（詳細は別途ご連絡します） 

（ウ）時間目安 各社３０分以内（説明１５分、質問１５分） 



   （エ）実施方法等 

     ・プレゼンテーションは、原則として本業務に携わる予定の者が実施してください。 

     ・プレゼンテーションの出席者は３名以内とします。 

     ・使用する説明資料は、提出された企画提案書等のみとし、新たな説明資料を追加することは

できません。 

     ・インターネット環境はありません。 

     ・説明に際し使用できる機器の詳細は別途ご連絡します。 

 

（８）審査結果の通知 

審査結果は、｢結果通知書｣により、令和８年４月中旬以降に各提案者全てに郵送で通知します。ま

た、当課のホームページでも公表します。なお、選定結果等について電話・電子メール等での問合せ

には応じられません。 

 

４ 契約の締結に関する手続等 

審査結果の通知後、本市と選定業者との間で仕様の再確認を行い、個別協議の上、契約を締結します。

なお、企画提案書等に記載された内容及びプロポーザル評価委員会の質疑応答で回答された内容につい

ては、原則として契約時の仕様に反映することとします。 

（１）契約保証金は、免除とします。 

（２）契約書の作成は、必要とします。 

 

５ その他  

（１）応募に関して必要となる一切の費用は応募者の負担とします。 

（２）提出された応募書類は返却いたしません。 

（３）この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。  

（４） 応募者は、本公募に際して知り得た情報については、本公募への応募のみに用い、第三者への提供

や公表を行わないこととします。辞退・失格・落選となった場合も同様とします。 

（５）各提案者が自らの評価点について開示を希望する場合は、結果の通知日から起算して5日以内に、

本市に照会することができます。この場合、開示内容は契約予定業者及び照会業者の評価点のみとし

ます。 

（６）当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和８年３月頃）

を要します 

（７）川崎市契約規則等の契約に関する条項等は、川崎市ホームページで閲覧できます。  

 （https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html） 
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